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－１－ 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
第
二
百
五
十
八
号
及
び
議
第
二
百
五
十
九
号
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提

案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
議
案
は
、
去
る
八
月
二
十
五
日
の
台
風
十
五
号
に
よ
る
災
害
の
復
旧
に
要
す
る
補
正
予
算
案
で
あ
り
、

小
・
中
学
校
や
市
営
住
宅
、
観
光
施
設
な
ど
の
公
共
施
設
の
復
旧
経
費
、
道
路
や
公
園
等
の
倒
木
処
理
経

費
、
さ
ら
に
は
、
多
大
な
被
害
が
出
て
い
る
農
業
分
野
に
お
き
ま
し
て
も
、
県
と
連
携
し
、
農
業
施
設
の

復
旧
に
要
す
る
助
成
経
費
な
ど
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
熊
本
城
長
塀
の
本
格
的
な
補
修
や
、
農
作
物
被
害
に
対
す
る
支
援
等
、
実
施
に
あ
た
っ
て
一
定

の
調
査
や
検
討
を
要
す
る
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
あ
ら
た
め
て
提
案
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
部
門
別
に
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
市
民
部
門
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
公
立
公
民
館
の
施
設
修
繕
や

倒
木
処
理
経
費
の
ほ
か
、
地
域
公
民
館
の
修
繕
に
要
す
る
助
成
経
費
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
健
康
福
祉
子
ど
も
部
門
で
は
、
市
営
墓
地
や
老
人
憩
の
家
、
公
立
保
育
所
、
金
峰
山
少
年
自
然



－２－ 

の
家
、
あ
そ
教
育
キ
ャ
ン
プ
場
等
の
施
設
修
繕
や
倒
木
処
理
経
費
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
環
境
部
門
で
は
、
立
田
山
憩
の
森
や
香
り
の
森
、
保
存
樹
木
の
倒
木
処
理
経
費
等
を
計
上
し
て

お
り
ま
す
。 

次
に
、
農
水
商
工
部
門
で
は
、
農
業
用
排
水
機
場
や
排
水
路
等
の
復
旧
に
要
す
る
経
費
の
ほ
か
、
ビ
ニ

ー
ル
ハ
ウ
ス
等
農
業
用
施
設
の
復
旧
に
要
す
る
助
成
経
費
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
運
転

資
金
や
施
設
等
の
復
旧
に
対
す
る
県
の
制
度
融
資
に
係
る
利
子
補
給
の
債
務
負
担
行
為
を
計
上
し
て
お
り

ま
す
。 

次
に
、
観
光
文
化
交
流
部
門
で
は
、
動
植
物
園
や
熊
本
城
の
ほ
か
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
等
の
記
念
館
、
水

前
寺
競
技
場
等
の
公
設
運
動
施
設
な
ど
の
施
設
修
繕
や
倒
木
処
理
経
費
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
都
市
建
設
部
門
で
は
、
市
営
住
宅
や
道
路
、
河
川
、
公
園
の
施
設
修
繕
や
倒
木
処
理
、
清
掃
等

に
要
す
る
経
費
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
消
防
部
門
で
は
、
川
尻
及
び
植
木
出
張
所
の
庁
舎
等
の
修
繕
経
費
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 



－３－ 

最
後
に
、
教
育
部
門
で
は
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
校
舎
や
体
育
館
等
の
施
設
修
繕
や
倒
木
処
理
経
費

等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
が
、
補
正
予
算
の
歳
出
の
説
明
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
賄
う
財
源
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歳
出

に
見
合
う
国
庫
補
助
金
等
の
特
定
財
源
及
び
繰
越
金
を
充
当
し
て
お
り
ま
す
ほ
か
、
財
政
調
整
基
金
五
億

円
を
取
り
崩
し
て
活
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
結
果
、
一
般
会
計
に
お
い
て
十
五
億
三
千
六
百
八
十
七
万
円
の
増
額
、
補
正
後
の
予
算
額
二
千
九

百
八
十
二
億
六
千
七
百
七
十
一
万
円
、
特
別
会
計
に
お
い
て
百
十
万
円
の
増
額
、
補
正
後
の
予
算
額
二
千

百
四
十
二
億
九
百
八
十
八
万
円
と
な
り
、
合
計
で
は
十
五
億
三
千
七
百
九
十
七
万
円
の
増
額
、
一
般
会
計
・

特
別
会
計
・
企
業
会
計
の
合
計
の
補
正
後
の
予
算
額
は
五
千
九
百
四
十
九
億
八
千
九
百
二
十
三
万
円
と
な

り
、
補
正
後
の
予
算
を
前
年
同
期
と
比
較
い
た
し
ま
す
と
全
体
の
合
計
額
で
は
二
・
五
％
の
増
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
何
と
ぞ
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 


